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＜.001）は有意に減少していることから，9
月までのSSWerによる対応により，前年度
よりもSSWerの必要性が低くなるという一
種の成果とも捉えられよう（注）。

②「支援対象児童生徒」について
　支援対象児童生徒には次の諸項目があり，
各項目について，上述の「訪問先」の場合と
同様に，2016年度と2017年度とを月別にク
ロス集計し，それぞれに独立性の検定を実施
した。ただし対応数が少なく，期待度数5未
満のセルが25％以上となる項目は検定を実
施しなかったことも同様である。「小学校」（χ
＝18.14，df＝11，p＜.1，Cramer’s V＝.13），

「中学校」（χ＝160.69，df＝11，p＜.001，
Cramer’s V＝.33），「高等学校」，「特別支
援学校」そして「合計」（χ＝129.10，df＝
11，p＜.001，Cramer’s V＝.22）である。
　図3に「支援対象児童生徒（合計）」の月
別対応数を示した。残差分析の結果，「4月」（p
＜.001），「6月」（p＜.05），「7月」（p＜.01），

「9月」（p＜.001）が有意に増加しており，「10
月」（p＜.001），「12月」（p＜.001），「1月」（p
＜.001）は有意に減少している。上記の「訪
問先」と同様の傾向がみられているが，特に

「6月」は北海道では「運動会・体育祭」や「遠
足」などの学校内外における行事活動が行わ
れる時期でもあり，そうした集団活動への参
加において支援を必要とする児童生徒が，特

に2017年度では増加したのではないだろう
か。

③「支援対象児童生徒が抱える問題」について
　支援対象児童生徒が抱える問題（以下，抱
える問題）には，次の諸項目がある。上記同
様に，各項目について，2016年度と2017年
度とを月別にクロス集計し，それぞれ独立
性の検定を実施し，期待度数5未満のセルが
25％以上となる項目は検定を実施していな
い。「不登校」（χ＝85.98，df＝11，p＜.001，
Cramer’s V＝.25），「いじめ」，「暴力行為」，

「児童虐待」，「友人関係問題」，「非行・不良
行為」，「家庭環境の問題」（χ＝76.09，df
＝11，p＜.001，Cramer’s V＝.36），「教職
員等との関係の問題」，「心身の健康・保健
に関する問題」，「発達障害等に関する問題」

（ χ ＝40.59，df＝11，p＜.001，Cramer’s 
V＝.35），「その他」，そして「合計」（χ＝
209.46，df＝11，p＜.001，Cramer’s V＝.27）
である。以下では，有意差がみられたものに
ついて述べる。
1）「不登校」について
　図4に「支援対象児童生徒が抱える問題（不
登校）」の月別対応数を示した。残差分析の
結果，「6月」（p＜.05），「7月」（p＜.01），「8
月」（p＜.05），「9月」（p＜.001）が有意に
増加しており，「10月」（p＜.01），「12月」（p
＜.001），「1月」（p＜.01）は有意に減少し

図３　「支援対象児童生徒（合計）」の月別対応数図２　「訪問先（合計）」の月別対応数
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ている。「前期」期間中の増加は，SSWerが
不登校支援において重要な役割を果たすこと
への学校教育現場による理解の向上として，
そして「後期」期間の減少は支援的介入の成
果として捉えられる。ただし，両年度とも，
年度末となる「2月」「3月」は比較的多くの
対応が行われており，次年度への進学や進級
に向けてSSWerの活用が必要とされたもの
と思われる。
2）「家庭環境の問題」について
　図5に「支援対象児童生徒が抱える問題（家
庭環境）」の月別対応数を示した。残差分析
の結果，「4月」（p＜.001）が有意に増加し
ており，「10月」（p＜.01），「12月」（p＜.001）
は有意に減少している。「4月」は，進学・
進級の直後であり，児童生徒にとっては学校・
学級への適応とともに種々のストレスが生じ
やすい時期であると考えられ，そうしたこと
が特に小学生や中学生にとっては家庭の状況
に強く影響を受ける時期でもある。また学校
教育現場，中でも小学校においては「家庭訪
問」などの学校・家庭連携の機会があり，家
庭の状況把握がなされる時期でもある。その
ような背景から，SSWerの活動の進展に伴
い，支援の対象としての「家庭環境の問題」
が多くなったものと推察される。
3）「発達障害等に関する問題」について
　図6に「支援対象児童生徒が抱える問題（発

達障害等）」の月別対応数を示した。残差分
析の結果，「4月」（p＜.01），「11月」（p＜.01），

「3月」（p＜.05）が有意に増加しており，「12
月」（p＜.001）は有意に減少している。「4月」
および「3月」に増加がみられることは年度
の開始当初や年度末に進学・進級への対応と
してニーズが高くなり，また両年度とも「11
月」や「12月」に対応数が多いことは，北
海道では初冬にあたるこの季節に心身の不調
をきたしやすい障害（米国精神医学会2014）
との関連などが考えられる。

（2）2017・2018年度間の比較
①「学校」について
　全ての「学校」に計上されている合計の対
応数は，2017年度が328，2018年度が246で

図４　�「支援対象児童生徒の抱える問題（不
登校）」の月別対応数

図６　�「支援対象児童生徒の抱える問題（発
達障害等）」の月別対応数

図５　�「支援対象児童生徒の抱える問題（家
庭環境）」の月別対応数
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あり，全体的には4分の3ほどに減少してい
る。しかし，次に述べるように，巡回型から
拠点校配置型へとSSW事業制度が変更され
たことに伴い，それぞれの学校への対応数に
は増減が観察されており，SSWerの活動実
態がみえてくるものである。
　図7に「学校別にみた対応数」を示した。
ただし，2017年度と2018年度の合計の対応
数が5未満となる学校（A小学校，C小学校，
J小学校，K小学校，L小学校，M小学校，S
中学校，T中学校，U中学校，V幼稚園，X
小学校）は分析から除外した。これらの学校
について年度とクロス集計し，独立性の検
定を実施したところ有意差がみられ（χ＝
35.57，df＝11，p＜.001，Cramer’s V＝.25），
残差分析の結果，「E小学校」（p＜.01），「Q
中学校」（p＜.05）で有意な増加がみられた。
また「O中学校」（p＜.1）も有意な傾向と
しての増加がみられた。一方で，「B小学校」

（p＜.05），「G小学校」（p＜.01），「I小学校」
（p＜.05）で有意な減少がみられている。
　有意な増加がみられた「Q中学校」およ
び有意な増加の傾向がみられた「O中学校」
は，2018年度に石狩市のSSW事業が拠点校
配置型に転換した際，SSWerがそれぞれ“拠
点”とした中学校であり，週に2日間は校内で
SSW活動に従事した学校である。また有意
な増加がみられた「E小学校」は，SSWer

が拠点とした校区内の小学校であり，週に1
日間はSSW活動を行った学校である。一方
で有意な減少がみられた各小学校は拠点校区
外の学校である。これらの結果は，SSW活
用事業が拠点校配置型となることによって，
各SSWerによる拠点校区内での活動が盛ん
となり，そのため対応数が増加したものと考
えられる。

②「学年」について
　図8に「学年別にみた対応数」を示した。
学年と年度をクロス集計し，独立性の検定を
実施したところ有意差がみられ（χ＝35.37，
df＝11，p＜.001，Cramer’s V＝.25）， 残
差分析の結果，「中1」（p＜.001）が有意に
増加していた。「小2」（p＜.05），「小3」（p
＜.001）は有意に減少していた。上述のよう
に，拠点校配置型となり拠点とした中学校で
の対応数が有意に増加したことが確認された
が，こうした中学校において中学1年生への
対応が有意に増加していることが反映したも
のと考えられる。ただし，有意差こそみられ
てはいないものの「小6」は両年度とも高く，
いわゆる従来「中1ギャップ」と呼ばれる不
登校やいじめの認知件数が中学1年生で増加
するとの見方には議論があるものの（中村ら
2016），小学6年生から中学1年生へという
“思春期”の只中にいる子どもたちやその家

図７　学校別にみた対応数（合計が5未満を除く） 図８　学年別にみた対応数
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庭に対して，SSWerが対応を求められるこ
とが多いという結果として理解することがで
きる。

③「対象児童生徒が抱える問題」について
　図9に年度と学年別に「支援対象児童生徒
が抱える問題」について示した。なお両年度
ともここでの分析対象は多重回答データであ
る。すなわち，1人のケースに対する1回の
対応であっても例えば「不登校」なおかつ「家
庭環境の問題」などと記録されることがある。
そのため統計的分析は行っていない。上述の
こととも関連し，「中1」での「不登校」へ
の対応が2018年度では多くなっていること
がわかる。これらのことから，SSWerは拠
点とする中学校を中心に「不登校」への支援
的対応が増加しており，それはSSWerが日
常的に学校内で学校教諭や児童生徒らとの十
分な関係構築をすることによって，粘り強い
対応が必要とされる「不登校」への働きかけ
がなされるようになったものと解釈できる。

（3）拠点校配置型への転換について
　2016年度から2018年度にかけて，石狩市
のSSW事業が市内の各学校に浸透し，なお
かつそれぞれのニーズに応じた対応へとシフ
トしていったことがデータから伺われた。す
なわち，2016年度の後半から全体として対
応数が増加する傾向をみせ，それは2017年
度の特に前期中まで持続する傾向を示してい
た。対応数の増加に伴い，SSWerが定期的
に巡回するという中での対応から，拠点校配
置型へ転換することによって，特に中学1年
生への不登校対応が増加するなど，配置され
た学校におけるSSWerによる対応が質的に
も変化したことが伺われる。このことは，拠
点校配置型の特徴とでもいうべき，必要な
ニーズに対して直接的・重点的に対応する
ことができるようになったことを示すもの
と考えられる。しかしながら，2018年度は
SSWerが3名の体制で事業が展開されたも
のの，拠点校型への転換に伴って対応数は学
校間でばらつきが大きくなった。必要な学校
現場に対して十分なSSW活動を展開するた
めには，拠点校配置型をとりつつも，十分な

図９　年度・学年別にみた「対象児童生徒が抱える問題（多重回答）」
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SSWer人数を確保することなど，市全体と
しての事業展開における課題であるともいえ
よう。

4．他市における調査結果と考察

（1）Z市におけるSSW事業
①SSW事業展開過程について
　Z市では，2008年，69の中学校区に対し2
名配置から開始した。中学校区内の拠点小学
校配置型は，開始当初から現在まで貫徹して
いる。不登校が深刻化・常態化する前に，予
防し出現率を抑えることを目的としている。
　その後，徐々にSSWerの配置人数が増加
し，2013年に12名，2014年に24名と拡大し
ている。校長会において未活用の学校から
SSWerに対する期待が出て，市長の前向き
な姿勢などの影響もあり，2018年度には全
中学校区に配置（週4日）となった。

②SSWerの研修体制について
　県単位のSSWer協会が立ち上げられ，基
礎的な研修から，専門的な研修，養成研修も
行っている。この協会の研修に積極的に参加
するほかに，Z市教委による月1回連絡会や，
ピアでのSVも行われている。

③マクロ実践について
　地域における開発的アプローチもSSWer
の役割と捉え，朝食支援サービスを生協や民
生委員，地域ボランティアと協働で開発して
きている。SSWerは「負担が少なく，継続
しやすく，より良い支援」を目指してきた。
このようなことから地域の学校に対する評価
もポジティブな方向に変化している。

④今後の方向性と課題
　2019年度から，一部のSSWerが正職員と
して採用されている。このように年々発展し
ているSSW事業に対して，外部からの視察

も少なくなく，事業モデルとして近隣自治体
をリードしてきている。
　それでも，管理職の理解がまだ十分では
ないこと，厳しい勤務環境から退職する
SSWerも一部いること，SSWerの権限の設
定，心身面でのケアなどの課題も少なくない。
海外の事業モデルも参照してさらなる事業の
充実を検討している。

（2）Y市におけるSSW事業
①SSW事業展開過程について
　Y市は，2011年度から1名で事業が開始さ
れたが，2018年度では7名に増員している。
配置形態は，12校区ある中学校区内の小学
校配置型（年間210時間）である（一人で複
数校配置となる場合もある）。
　事業開始当初から，小学校低学年において
課題を早期発見し解決することを目的に，小
学校配置としている。また，校内支援体制を
構築することも，当初からSSW事業の目的
としている。
　しかし，事業開始当初，SSWに対する認
知度は決して高くなかった。そのため，困難
ケースを一つひとつ丁寧に実践し，管理職に
対する研修会を開催して，徐々に活用に対す
るニーズが表面化してきている。
　それらの基盤づくりをした上で，校内支援
体制の整備に取り組んできている。具体的に
は，緊急ケース（虐待やいじめなど）や，毎
月検討するケース，学期1回の検討ケースな
どの重みづけを行い，毎月カンファレンスを
行っている。校内支援委員会を立ち上げ，管
理職や生活指導担当，通級担当，養護教諭，
特別支援教育コーディネーターなどのメン
バーで，毎月，10から数十ケースの検討を
行う仕組みを開発している。
　これらの取り組みについて，学期に1回，
配置校連絡会において各校から実践発表を行
い，情報共有している。事業開始当初は，1
校がモデル校のような位置づけとして各校を
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リードし，他校が刺激を受けるという構図で
あった。

②情報共有体制や人材確保について
　月1回の連絡会が開催され，情報共有が行
われている。そのほかにも，教育委員会主催
の困難ケース検討会では，要対協事務局や福
祉部局，青少年センターも参加し，全市的な
横のつながりによる情報共有とカンファレン
スがなされている。さらに，児童館や学童保
育との会議も行っている。
　SSWerの待遇に関しては，スクールカウ
ンセラーと同程度の条件となっている。これ
は事業開始当初から，人材確保に必須である
ことを教委に提示してきた経緯がある。

③今後の課題と対策
　このように進展してきたY市でも，学校に
よってはSSWerが全てを解決してくれると
捉えて「丸投げ」することもあり，活用に対
する認識の差が生じる場合もある。また，ス
クールカウンセラーとの違いがまだ理解され
ていない場合もあり，SSWerと学校との価
値観のずれが生じる場合も稀に生じている。
以上については，先述した多様な研修会を開
催し，指導主事が学校訪問で適切な情報共有
をすることで，障壁を一つひとつ取り除く試
みを継続している。

（3）比較考察
　石狩市とZ市，Y市とでは人口規模や校区
数も異なり，単純な比較検討はできないが，
以下の項目が，石狩市における今後の事業展
開に参照できるものと考える。
　第1に，配置形態に関する事項である。石
狩市の場合は，SSWの周知と活用を大きな
目的として巡回型から開始し，ある程度の周
知が達成されたことから拠点中学校配置型に
移行している。一方，Z市の拠点小学校配置，
Y市の小学校配置型は当初から継続されてい

る。どちらも小学校に配置することで予防的
観点での実践が行われやすいことを目的とし
ている。石狩市も，今後の課題として小学校
配置により予防的な実践を試みる必要性を認
識している。SSWerの人員が決して多くは
ないという課題もあるが，予防的観点と小中
連携を視野に入れて，どのような小学校配置
が実現可能であるか検討していくことが求め
られる。
　第2に，石狩市，Z市，Y市のいずれも，
全市規模での情報共有において，SSWerの
活用実績のある学校がSSWの有効性を発
信することから，実践展開が進展している
経緯がある。SSW関連の研修会や学会で
は，SSWerによる実践報告が一般的である。
また，SSW活用に関する報告書や調査も，
SSWer側からの事例報告や実態調査が少な
くない。今後は，活用経験のある学校側や保
護者，地域関係機関によるデータや所感を蓄
積し，発信することで，SSWの周知と事業
のさらなる進展が期待できると考える。

5．結論と今後の研究課題

　本研究では，大きく以下の点が明らかに
なった。
　第1に，石狩市におけるインタビュー調査
と質的分析，観察調査での比較考察により，
石狩市が巡回型から派遣型に移行したプロ
セスと今後の課題が明らかになった。特に，
初期ではSSWの周知に重点を置いた形態で
あったものが，徐々に相談内容の質に重みが
増し，学校との協働が生まれ，校内体制の変
革にも携わるよう変容していた。これに伴い，
必然的な形で配置型へとシフトしている。一
方，配置型特有の課題も現れ始め，今後の課
題も明確となっている。
　第2に，石狩市における実践記録の量的分
析によって，年度間や学期間，相談内容や学
校間における差異や特徴が明らかとなった。
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特に，中学1年生の不登校支援を中心とした
配置型での実践に厚みが増し，それに関連す
る小6年を中心とした小中連携のための支援
や予防的な視点からの小学校への支援も進展
していることが明らかとなった。一方，配置
型へのシフトから実践のばらつきやSSWerの
人員配置の課題なども浮かび上がっている。
　これらの研究成果は，SSWerが未設置で
ある自治体が未だに多い北海道において，新
規に事業を立ち上げする際の有効な指針とな
り得る。つまり，巡回型と配置型の特徴やメ
リット，デメリットをあらかじめ把握し，そ
の自治体の目的に沿った事業デザインをつく
り上げる際の参考指標になるであろう。また，
派遣型が圧倒的に多くを占める北海道内にお
いて，今後巡回型や配置型を取り入れる際の
視点や方法，課題を検討する指針としても活
用が期待される。
　今後の研究課題としては，第1に，配置型
における実践展開がより進展するための視点
と方法をさらに探究することである。今後，
石狩市において配置型実践をより効果的に進
展していくためには，予防面にウエイトをど
の程度置くかを含めた事業目的をいかに見直
すか，どの学校にどの程度の人員を時間配分
も加味していかに配置すべきか，学校との協
働を促進するための障壁は何か，などを明ら
かにする必要がある。
　第2に，実践成果をより可視化するための
記録方法の開発である。文部科学省に提出す
る様式と，石狩市独自の様式をいかに統合す
べきか，数量的には現れにくく埋もれがちな
実践成果を可視化する方法は何か，配置型実
践の成果をより可視化する記録方法は何かを
考察し，自治体の特性にあった記録方法を開
発することである。
　今後も全国の先進自治体への調査を継続
し，自治体の特性に応じた事業形態のあり方
を探究していく。

注：石狩市は二学期制を導入しており，「前期」
が4月から9月まで，「後期」が10月から3月
までである。このうち，4月から夏休み前ま
でが「前期第1節」，夏休み明けから9月末ま
でが「前期第2節」，10月から年末年始の冬
休み前までが「後期第1節」，年始から3月末
までが「後期第2節」である。


